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令和２年豊能町議会１２月定例会議会議録（第４号） 

 

年 月 日 令和２年１２月１８日（金） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １２名 

       １番 長澤 正秀      ２番 田中 龍一 

       ３番 中川 敦司      ４番 寺脇 直子 

       ５番 管野英美子      ６番 永谷 幸弘 

       ７番 井川 佳子      ８番 小寺 正人 

       ９番 秋元美智子     １０番 高尾 靖子 

      １１番 西岡 義克     １２番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 なし 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  塩川 恒敏      副 町 長  池上 成之 

教 育 長  森田 雅彦      まちづくり調整監  松本真由美 

保健福祉部長  上浦  登      住 民 部 長  大西 隆樹 

都市建設部長  高木  仁      こども未来部長  八木 一史 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  清水 義和 

書 記  田中 尚子 
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議 事 日 程 

令和２年１２月１８日（金）午後１時００分開議 

日程第 １ 第７３号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における 

             選挙運動の公費負担に関する条例制定の件 

      第７４号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及 

             び費用弁償に関する条例改正の件 

      第７５号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等 

             改正の件 

      第７６号議案 令和２年度豊能町一般会計補正予算（第８回） 

             の件 

      第７７号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業 

             勘定補正予算（第２回）の件 

      第７８号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計診療 

             所施設勘定補正予算（第３回）の件 

      第７９号議案 令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会計補 

             正予算（第１回）の件 

      第８０号議案 令和２年度豊能町介護保険特別会計事業勘定 

             補正予算（第３回）の件 
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開議 午後１時００分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「第７３号議案から第８０号議

案」までを議題といたします。 

  これに対する各常任委員会の報告を求め

ます。 

  総務建設常任委員会、川上勲副委員長。 

○総務建設常任委員会副委員長（川上勲君） 

  それでは、御指名をいただきましたので、

総務建設常任委員会の報告をさせていただ

きます。 

  初めに、当委員会の長澤委員長が委員会

当日体調不良のため欠席されましたので、

副委員長の川上が委員会の進行をいたしま

したので、本日も委員会の報告をさせてい

ただきます。 

  まず、委員会の出席者は、田中委員、中

川委員、寺脇委員、管野委員の計５名であ

ります。委員外出席者として永谷議長が出

席されました。欠席者は長澤委員長の１名

であります。 

  当委員会に付託されました議案は４議案

であります。審査の内容を報告いたします。 

  まず、第７３号議案、豊能町議会議員及

び豊能町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例制定の件であります。 

  提案理由の説明は省略いたします。 

  質疑として、ポスターの作成金額のうち、

５２５円６銭及び３１万５００円の根拠と

は何かという質疑に対して、公職選挙法施

行令に基づくものが根拠となっている。ま

た、近隣の北摂７市及び大阪府は、全て同

じ金額を採用しており、少なくとも大阪府

の北部地域では標準的な金額と判断し、こ

の条例を提案としている。 

  次に、豊能町の条例をつくるのであるか

ら、豊能町の実態に合ったような金額が出

せなかったのかという質疑に対しては、ポ

スターの印刷業者やガソリンスタンドも近

くにはあるが、町内にはないため、町独自

の基準を決めるとしても、近隣の状況を判

断材料にしないといけないと考えていると

いう答弁でございました。 

  質疑を終了し、次に討論でございますけ

れども、まず反対討論として、立候補しや

すい環境をつくるという条例の趣旨には賛

同するが、ポスター代の上限が高過ぎるた

め、町の実態に見合った上限額に見直しの

上、再度の議案の上程をお願いしたい。 

  次に、賛成討論としては、他の地域に比

べて豊能町の公費負担額を低く設定すると、

逆に他の地域に比べて豊能町は立候補しに

くくなるとも考えられるから、他の地域と

同レベルにしておくのが妥当と思われるた

め、この議案に賛成をいたしますというこ

とでございます。 

  討論を終結して、採決の結果、挙手多数

で可決されました。 

  次に、第７４号議案、豊能町特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例改正の件でございますが、同じく

提案理由の説明は省略いたします。 

  質疑として、今回のような場合で、ほか

に漏れているケースはないかという質疑に

対して、この条例改正を上程するに当たり、

人事部局から各課に照会を行ったが、いず

れの課からも漏れがないと回答があったと

いうことでございます。 

  質疑を終結し、次に討論はなしというこ

とで、採決の結果、挙手全員で可決されま

した。 

  次に、第７５号議案、豊能町個別排水処
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理施設設置及び管理条例等改正の件。 

  提案理由の説明は省略いたします。 

  質疑として、この法改正により、条例改

正する必要のある条例はこれ以外にないと

いうことでよいかという質疑に対して、９

月定例会議において、税条例などは既に条

例改正を終えており、今回は漏れておった

分の条例改正をお願いするものであるとの

答弁でございました。 

  質疑を終結し、討論なしということで、

採決の結果挙手全員で可決されました。 

  次に、第７６号議案、令和２年度豊能町

一般会計補正予算（第８回）の件でござい

ますが、提案理由の説明は同じく省略させ

ていただきます。 

  質疑として、ふるさと寄附金が増えたこ

とに伴い、返戻品購入のための消耗品費を

増額するのは理解できるが、既に契約して

いる業務委託料を増額する理由はという質

疑に対して、例えば、さとふるというサイ

トから寄附金を頂いた場合、寄附金の１

２％を支払うという契約になっているため、

その金額に応じた委託料が必要になるため

という答弁でございました。今のは町政Ｐ

Ｒ事業の質疑でございます。 

  次に、防災対策事業で、３年に１回、税

務課が空撮を行うが、購入するドローンを

利用したら、空撮にかかる５００万円程度

の業務委託料はなくなるのではないかとい

う質疑に対しては、ドローンは、災害時の

災害現場の撮影、施設の維持管理を目的に

購入するもので、購入を予定しているドロ

ーンは３０分も飛行できないため、税務課

が使用する航空写真には利用できないとい

う答弁でございました。 

  次に、農業振興事業として、新規就農者

農業用機械等購入補助金の対象者はという

質疑に対しては、平成２９年から実施して

いる就農支援塾を卒業され、農業委員会を

通じて農地を利用して営農されている方を

基本的には考えているが、それ以外に、新

しく豊能町内で農地を借りて営農される方

を対象に考えておるという答弁でございま

した。 

  同じく、購入する農機具の制限等はある

のかという質疑に対しては、草刈機など、

上限を設けて、そのうちの何％といった形

で補助していきたいという答弁でございま

した。 

  質疑を終結し、討論なしということで、

採決の結果挙手全員で可決されました。 

  以上が、総務建設常任委員会に付託され

ました４議案の審査の結果でございます。 

  これで委員会の報告を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、福祉教育常任委員会、秋元美智子

委員長。 

○福祉教育常任委員会委員長（秋元美智子君） 

  福祉教育常任委員会は、令和２年１２月

１１日午前９時３０分より、高尾副委員長、

永谷委員、井川委員、小寺委員、西岡委員、

私、委員長の秋元の６名全員。また、議会

より管野英美子副議長出席の下開会いたし

ました。 

  当委員会に付託された五つの議案につい

て、主な質疑内容を順次報告させていただ

きます。 

  第７６号議案、令和２年度一般会計補正

予算、これは関係部分のみですが、まず３

１ページの中学校管理事業、３８７万2,０

００円は、吉川中学校プールの漏水止めに

向けた吸込配管改修工事をするもので、春

休みを挟んでの工事を予定しているため繰

越明許となっております。 

  ７ページの債務負担行為の町立スポーツ

施設管理委託事業では、３年間のうち年間

当たり６２３万6,０００円の委託内容と事

故等の保険について質問がありました。答
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弁は、ふれあい広場、スポーツ広場をそれ

ぞれ３人体制で、利用者の受付、使用料の

徴収、営繕、草刈り、グラウンド整備を行

うもので、また、事故につきましては、管

理委託に起因する事故等については受託側、

施設の管理不足によるものは町の責任との

ことでした。 

  ２６ページのごみ収集事業の工事請負費

６７１万6,０００円は、吉川支所の旧ボイ

ラー室を活用して、ごみ収集作業職員のシ

ャワーを３基設置するもので、熱源はとの

質問に、答弁はプロパンガスとのことでし

た。 

  ３０ページの学校教育充実事業費は、Ｇ

ＩＧＡスクールに向けたカメラ、通信環境

のよくない家庭への貸出用のルーター、学

校内での指導サポーターとの説明に、質問

として、ルーターを貸し出すとのことだが、

現在、通信設備の整ってない家庭はどのぐ

らいあるのか。サポーターはどのような人

材を何人、その契約期間はとの質問があり

ました。答弁は、通信設備の整っていない

家庭は児童生徒数８７０人中約１割。また、

指導サポーターについては専門業者を考え

ている。理想は２人だが、最低でも１人は

配置して、各学年を回っていただき、契約

年数については補助事業なので３月末まで

を想定しているが、来年度以降も国の補助

がつくようだったら引き続き取り組んでい

きたいとのことでした。なお、タブレット

は１人１台配付し、基本的に家庭に持ち帰

ることを想定していませんが、長期臨時休

業となった場合、持ち帰ることも想定でき

るため、ルールづくりは必要と考えている

とのことでした。 

  討論なし、挙手全員で可決されました。 

  第７７号議案、令和２年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算では、８

ページの国民健康保険賦課徴収事務事業３

８万7,０００円について、これはコンビニ

納付の手数料ですが、町の負担は１件、税

込み６３円となっております。その効果に

ついて質問があり、答弁は、月平均２００

件利用があるということです。 

  また、同じく８ページの国民健康保険運

営事業、還付金１３０万円は、新型コロナ

ウイルスで収入減となった世帯への保険料

減免に向けたもので、何世帯を対象にして

いるのかとの質問に、答弁は、４月から９

月までの６か月間で３２世帯、約８２万円

の申請があり、今後２５、２６世帯の申請

が予想されることから、１８０万円追加す

るとのことでした。 

  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  第７８号議案、令和２年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算は、

人事異動に伴うもので、討論なし、挙手全

員で可決いたしました。 

  第７９号議案、令和２年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算では、６ページ

の高齢者医療事務事業４５９万1,０００円

の税改正によるシステム改修につきまして、

質問として、後期高齢者医療特別会計は広

域で行っており、４２市町村が負担しない

で済むようにすべきではないかとの質問が

ありました。答弁は、大阪府を通じて国の

ほうへシステムの統一についての要望は提

出しているとのことでした。 

  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  第８０号議案、令和２年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算、９ページの

介護保険事務事業、業務委託料１９３万1,

０００円は、税改正による所得の変動計算

に対応するためのシステム改修費用となっ

ております。また、１２ページの介護保険

運営事業の7,７８３万7,０００円は、第７

期介護保険料の余剰金を基金に積み立てる

ものです。 
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  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  以上、簡単雑駁でありますが、福祉教育

常任委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより、委員長報告に対する質疑を行

います。 

  審議がスムーズに行われるということと、

委員会の意思の安定という原則があります

ので、当該委員会所属の委員各位の質疑は

差し控えていただきますよう、お願い申し

上げます。 

  第７３号議案から第８０号議案までの８

件に対する質疑を行います。ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  質疑を終結いたします。 

  次に、第７３号議案に対する討論を行い

ます。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様、こんにちは。５番・管野英美子で

ございます。 

  第７３号議案、豊能町議会議員及び豊能

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例制定について、反対の立場で討

論いたします。 

  公職選挙法の改正に基づき、町村でも公

費負担の選挙が可能となりました。高齢化

する町でボランティアでの選挙も難しく、

立候補しやすい環境をつくるという趣旨、

総務省の施行令にのっとった議案には賛同

するものがあります。しかし今回の公職選

挙法の改正は供託金１５万円が必要です。

一定票を獲得すれば返還されますが、立候

補しやすいという点で少し矛盾も感じてい

ます。それにしてもポスター代の上限は高

過ぎます。選挙ポスターは防水加工やのり

づけが工夫されていますが、印刷技術の進

歩によってコストは下がってきています。

８１枚で３５万3,０７３円、１枚当たり4,

３５８円。上限とはいえあまりにも高過ぎ

ます。常任委員会では５２５円６銭加算さ

れる３１万５００円の根拠の説明もなく、

また３年前の議員選挙のポスター代の分析

もされず、施行令そのままを持ってきたも

のだということでした。ちなみに犬山市の

条例では加算する額が１１万5,２６０円と、

今条例案と比べ２０万円ほど下回っていま

す。作成単価５１０円４８銭、こちらも下

回っています。町の実情に見合った町独自

の条例をつくっていただきたいと思います。

財政難の本町においてはこのポスターの上

限額の見直しを求めます。先に申しました

ように立候補しやすい環境をつくるという

趣旨には賛同しておりますので、上限額を

見直しの上、再度の議案の上程をお願いし、

今回はこの議案に反対いたします。皆様の

御賛同よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、賛成討論はございますか。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ３番・中川でございます。 

  当、７３号議案への賛成討論をさせてい

ただきます。 

  今回の議案は公職選挙法の改正に伴う内

容となっております。そしてこの公職選挙

法の改正は地方における選挙への立候補を

しやすくするのが目的でもございます。既

に大阪府下のいろいろな自治体で公費負担

制度が導入されており、また、大阪府以外

の地域においても各自治体で導入がされて

おります。もし豊能町においてこの条例が

なければ、他の市町村と比べ豊能町は立候

補しにくい地域ということにもなりかねま

せん。したがって他の市町村と同じ基準を

導入しておくことが好ましく考えられ、当
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議案に賛成といたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、反対討論はございますか。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  第７３号議案、豊能町議会議員及び豊能

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例制定の件に対する反対討論をい

たします。 

  まず、反対する私的な理由ではなく公的

な原因を述べさせていただきますが、第７

３号議案は現在の豊能町の選挙にはなじま

ない条例制定ということであり、税金の無

駄遣いの一言に尽きます。第７３号議案は

新聞紙上で見るように、限界集落寸前の地

方自治体のごとく、議員立候補者がいなく

なるということをおもんぱかって公費負担

でもって立候補者への経済的環境を改善し、

選挙人の立候補を喚起させるための条例制

定のように見えますが、豊能町においては

制定する原因が見当たりません。なぜなら

現況豊能町では立候補者がいないという心

配はありません。次に、仮に制定するとす

れば、財政逼迫の中、無駄な施策の執行と

いうことになります。国の地方交付税、臨

時財政対策債が不明確な中、豊能町は特殊

出生率が0.８４％で全国ワースト１、加え

て経常収支比率１０4.２％で最悪の財政状

況であります。制定の公的な原因の事象が

ない状況でそれに対応しての財政支出は無

駄の一言に尽きます。愚策の極みでもあり、

もし選挙のために無駄遣いをする余裕があ

るのであれば、喫緊の課題である保幼小中

一貫教育推進に向け、また町の未来に向け

夢多くあるべき子どもたちのために財政支

出が賢明であります。 

  よって本案には反対いたします。また、

議員必携にいわく、反対は代案をもってな

せとあり、代案を提唱いたします。 

  参議院の政治倫理の確立及び選挙制度に

関する特別委員会で検証されたものですが、

第７３号議案は財政面のみで倫理面の検証

での条例制定は今回ありません。選挙は議

員さんのためにありますが、政治は国民の

ためにあります。しかし今の議員は政治を

するためではなく政治になりたいために選

挙に出る議員が多いようであります。結果、

夫婦そろって非常識極まりない恥さらしな

裁判沙汰選挙まで行っております。政治の

原点は経世済民、世を治め民を救うにあり

ます。しかし今の議員は世を治めではなく

自分の懐に金を納め、民を救うのではなく

民の足をすくっているのではないかとやゆ

され嘲笑されております。為政者は徳をも

ってなせということであり、豊能町におい

ては青雲の志を胸に頑張る議員を排出する

豊能町独自の選挙制度の在り方を検討すべ

きであります。それは定数減による財政削

減により無駄な選挙制度の回避を図ること

と、歳費増のインセンティブ制度の導入に

よる議員のモチベーションの向上でありま

す。そこで具体的に、私は定数半減、歳費

倍増案を提案いたしたいと思います。この

提案は、私は平成元年の新人議員のときに、

定数２０人、歳費１８万円のときに、全協

の席で言ったのを覚えておりますが、その

後、定数半減、歳費倍増案はこれまで３回

ほど提唱いたしております。まず定数半減

策により町の財政危機を避けると同時に、

町民は自分が選んだ議員を責任を持ってよ

り一層シビアにチェックすることが可能と

なります。一方、歳費倍増策により、議員

は議員生活に専念できるという動機付けを

もって、有能な職業議員としてのモチベー

ションの向上が図られ、その才能を遺憾な

く発揮することができます。豊能町は職員

に見る人事院制度のごとく、人勧制度のご

とく、国に倣ってという安易な制度の施行
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が習慣的になっているようでございますが、

議員は国の公職選挙法に倣ってというよう

な安易で無責任な制度の導入ではなく、納

税者であるスポンサーの豊能町民のために

無駄のない豊能町独自の選挙制度を確立す

ることが肝腎であります。教育力日本一は

行政力日本一であり、議員力日本一を目指

すということであります。日本一を美辞麗

句にしないためにも、国に先駆けたベスト

の豊能町独自の選挙制度を検討すべきであ

ります。今回の条例制定は現段階では豊能

町にはなじまず、時期尚早であります。よ

って定数半減、歳費倍増策を代替案として

提唱し、本案に反対いたします。志ある議

員諸侯の御賛同をよろしくお願い申し上げ

ます。以上。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、賛成討論はございますか。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  皆様、こんにちは。 

  ２番・田中でございます。 

  第７３号議案、豊能町議会議員及び豊能

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例制定の件について、賛成の立場

で討論を行います。 

  今回の条例制定は上位法である公職選挙

法の改正によるもので、その改正の目的は、

全国的に見れば候補者が少なく無投票が相

次ぐ町村長と町村議員の選挙の現状を少し

でも改善し、より多くの方に立候補してい

ただく、いわゆる成り手不足を解消するた

めであります。上位法の改正により町議会

議員の立候補に当たり供託金１５万円は必

要となりますが、今回の条例制定により選

挙用自動車、ポスター、政策ビラ作成の公

費負担を導入するもので、これら費用負担

の合計は最大で約６８万円であり、供託金

１５万円を上回る公費負担が導入されます。

したがいましてこの条例制定により候補者

の選挙費用の実質の負担が減り、より多く

の方の立候補が期待できるようになると思

います。また、選挙用自動車、ポスター、

政策ビラの作成のこれら公費負担の算定に

当たっては、公職選挙法施行令に定められ

た限度額に合わせ今回の条例は制定されて

います。またこれら限度額を変更されたと

きの公職選挙法施行令の一部を改正する政

令等の施行に際しては、総務大臣によりこ

れら運用について通知も出されており、豊

能町もこれらに従い今回の条例は適正に制

定されたものだと私は思います。なおそれ

ぞれの地域の物価の違いによる選挙用自動

車、ポスター、政策ビラにかかる費用の違

いについては、あくまでも条例では限度額

が定められたものであり、候補者が限度額

以下で費用を支出する場合も、限度額を超

えた分を候補者が負担する場合も、それぞ

れの候補者の判断によるものであり、豊能

町が公職選挙法の施行令に示された限度額

と同じ額を今回の条例で定めることについ

ては問題ないものと私は思います。 

  豊能町は住民税や固定資産税を主な税収

としています。したがいまして税収を確保

するために人口を増加させることが豊能町

にとって大きな課題であり、どれだけ子育

て層の人口を増加させることは喫緊の課題

となっています。今回の条例制定で子育て

層の方を中心により多くの方が豊能町の政

治に参画していただくことを大いに期待い

たしまして、本条例の制定に賛成いたしま

す。以上の理由から多くの議員の方々の賛

同を求めまして賛成討論とさせていただき

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、反対討論ございますか。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 
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  こんにちは。 

  高尾靖子でございます。１０番・高尾で

ございます。 

  第７３号議案、豊能町議会議員及び豊能

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例制定の件で反対討論いたします。 

  この条例制定は、町村議会議員選挙に供

託金制度を導入し、供託金の額を１５万円

にするものです。１５万円を・・・ 

（発言する者あり） 

○１０番（高尾靖子君） 

  供託金を課すことになっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  この内容と違いますね。条例制定の内容

とは。供託金は入っておりませんので。選

挙費用だけのことでございますのでそれに

ついて反対討論をお願いいたします。 

○１０番（高尾靖子君） 

  この条例は選挙公営の対象に町村議会議

員選挙、町村長選挙での選挙運動用自動車

の使用、選挙運動用のビラの作成、選挙運

動用のポスターの作成などを加えておりま

すけれども、現行はこうしたことは行われ

ておらないわけですけれども、財政難であ

ることからこの問題に関してはもっと再考

するべきであります。今、こういう下で、

国政でも首長選挙でも高い供託金が、今、

取られておりますけれども、こうした国は

ほかにはありません。この今回の条例改正

は矛盾していることがはっきり明確であり

ます。よってこの議案には反対をいたしま

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、賛成討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７３号議案「豊能町議会議員及び豊能

町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例制定の件」に対する委員長の報

告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立７：４） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立多数であります。 

  よって、第７３号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第７４号議案に対する討論を行い

ます。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７４号議案「豊能町特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例改正の件」に対する委員長の報告は、可

決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７４号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第７５号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７５号議案「豊能町個別排水処理施設

設置及び管理条例等改正の件」に対する委

員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 



 4－10 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７５号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第７６号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７６号議案「令和２年度豊能町一般会

計補正予算（第８回）の件」に対する委員

長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７６号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第７７号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７７号議案「令和２年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算（第２回）

の件」に対する委員長の報告は、可決であ

ります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７７号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第７８号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７８号議案「令和２年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算

（第３回）の件」に対する委員長の報告は、

可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７８号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第７９号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７９号議案「令和２年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１回）の件」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７９号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第８０号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第８０号議案「令和２年度豊能町介護保
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険特別会計事業勘定補正予算（第３回）の

件」に対する委員長の報告は、可決であり

ます。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第８０号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  以上で、１２月定例会議に付された事件

は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  １２月定例会議は、本日で閉会したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、１２月定例会議は本日で閉会す

ることに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  １２月定例会議の閉会に当たり、町長か

ら挨拶がございます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆さん、こんにちは。 

  定例会議閉会に当たりまして、一言御挨

拶を申し上げます。 

  本定例会議は７日の開会から本日に至る

まで開催をされました。この間、議員の皆

様におかれまして、提案をさせていただい

た議案に対し、それぞれ適切な御決定を賜

りありがとうございました。議員各位から

の御提案、御指摘事項、御意見、今後十分

に留意しながら町政運営に取り組んでまい

りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

  今年も１年、本当に早いものでございま

した。今年１年を振り返りますと、本当に

新型コロナウイルス感染症に始まり、出口

が見えないままにこの年を越すというよう

な状態でございます。国内で感染拡大が一

気に広がった中、本町といたしましても２

月３日、新型コロナ感染症対策本部を立ち

上げました。町民の皆様へ感染予防策を呼

びかけ、また、学校園の休園も含めて、公

共施設の休館など、感染拡大の防止に努め

てまいりました。４月７日、国の緊急事態

宣言が発令され、それがさらに延び５月３

１日まで延長がございました。町民の暮ら

しは本当に一変をいたしました。収入減そ

して働き方も含めて大きな変化がございま

した。新型コロナウイルス感染症対策臨時

交付金を活用した各種の制度、本町の実態

に合わせた、町民の皆さんや事業者に対す

る給付金、また各種の対策事業におきまし

てお認めをいただきました。それを今、展

開をしている最中でございます。特に議員

の皆様には議員報酬を削減いただき、その

分、さらなる感染症防止対策を講じること

ができました。本当にありがとうございま

した。町民の暮らしや経済対策が実施がで

きましたけれども、本来、私たち町が行う

べきはずの事業、各種の事業でありますと

か、それから町民の皆さんとの協働事業、

これが中止や変更を余儀なくされておりま

す。事業目標が達成がするために、大変な

痛手でありますけれども、残された年度内

に最大の効果が得られますよう挽回に努め

てまいりたいと思います。 

  また、本年は７月豪雨により深刻な住宅

地の緑地のり面崩壊や、農地の災害が発生

をいたしました。本当に、幸いなのでござ

いますけれども、住民の皆さんの命または

財産を奪うことがないことが本当に救いで

あります。整備をされてから３０年、４０

年と経過をしておりますので、初期性能が

発揮できていないというところもたくさん
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ございます。今後、点検や再整備に向けて

本当にコストがかかってまいりますけれど

も、住民の皆さんの安心・安全の確保に向

けて努めてまいりたいと思います。 

  それから、次世代を担う子どもの教育に

ついては、ＧＩＧＡスクール構想のハード

面の整備もめどが立っております。教育現

場においては休校に伴いまして、その不足

授業を行うため土曜日授業を行っておりま

すが、教師の皆さんと共に、一人一人のタ

ブレット端末を活用した将来の授業の在り

方、そして研究を進めてまいらないといけ

ません。全ての子どもの可能性を引き出す

個別最適な学びと共同的な学び、その実現

が不可欠であり、かけがえのない子どもに

はかけがえのない教師力とその環境、この

確保のために小中一貫教育義務教育学校を

令和８年開校に向けて進めております。学

校そして地域そして家庭との連携、地域と

共につくる学校づくりに向け、学校運営協

議会準備会で熟議を繰り返し、東西でそれ

ぞれに進んでおります。また今後ですけれ

ども研修会そして先進地の視察なども図っ

てまいります。魅力ある学校づくりに取り

組んでまいります。 

  次に、豊能町の１０年先、２０年先を見

据えた長期ビジョンであり、成長戦略とも

言える総合まちづくり計画の策定に向けて

審議を繰り返しております。これを基に、

次なる事業目標を定めた各種の計画もこれ

から、これまでの検証を加え、さらなる改

革を進めてまいりたいと存じます。これか

らも、来年も引き続き議員の皆様方に御高

配を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

  最後になりましたけれども、議員各位に

おかれましてはこの１年、町政発展のため

大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。寒さ厳しい折でございますけれ

ども、健康に御留意をいただき御活躍いた

だきますとともに、御家族とともによい新

年が迎えられますよう祈願を申し上げまし

て、閉会の御挨拶にさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これをもって、令和２年豊能町議会１２

月定例会議を閉じ、散会といたします。 

  大変に御苦労さまでございました。 

 

散会 午後１時４７分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

第７３号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における選挙運動の公 

       費負担に関する条例制定の件 

第７４号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

       関する条例改正の件 

第７５号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等改正の件 

第７６号議案 令和２年度豊能町一般会計補正予算（第８回）の件 

第７７号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

       （第２回）の件 

第７８号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補 

       正予算（第３回）の件 

第７９号議案 令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算 

       （第１回）の件 

第８０号議案 令和２年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算 

       （第３回）の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ７番 
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